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令和４年度 第２回 公共事業等審査会 議事録 

 

日 時 ：令和４年11月７日(月) 14:00～17:00 

場 所 ：ひょうご女性交流館 501会議室 

 

《新規事業の説明、質疑》  

（１）県営住宅 青木住宅 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から御質問等ございましたら、御発言お願いします。 

○委員 

  要求水準を定めてＰＦＩでノウハウを発揮していただく発注方式をされるということで

すけど、要求水準というのはどのように考えておられるのかということと、次の西宮上甲

子園住宅とも共通しますが、環境適合性のところで住宅性能評価の断熱等性能等級４とさ

れていますけど、これから設計に入られて、完成年度が５年後ということですが、今、断

熱性能等級の見直しが検討されていて、多分完成する頃は等級４が標準になるのではない

かと。なおかつ、もっと等級が上がっていく見直しの予定があるというようなことも示さ

れていたのですけど、どのように考えて、これから進められるのかということを教えてい

ただけますでしょうか。 

○県 

  要求水準の件ですけれども、県営住宅の整備要領を定めておりまして、その基となるの

は、法律、省令等に基づく県条例の基準でございます。住戸、設備、バリアフリー、耐震

等の基準を要求水準という形で定めていまして、仕様をいろいろ細かく定めていますけれ

ども、それと同等の性能として要求性能を定めた上で、民間事業者からさらにいいものや

安くできるものを提案していただいて、整備をしたいと考えております。 

○会長 

  今の御質問は、４年後の完成時には、現行の要求性能が上がっているのではということ

も含まれているように思うのですけれども、それについてはいかがですか。特に断熱性に

ついて。 
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○県 

  断熱性につきましては、等級４というのが、令和７年度から全ての住宅に義務化される

断熱性能の水準ですので、先行して採用しているところです。令和５年度に着手して、そ

の２年後ぐらいには標準のレベルになってくるということでございます。 

  それからその先ということですけれども、国においてエネルギー基本計画が閣議決定さ

れておりまして、令和１２年度以降に新築される住宅については、御指摘のとおり、さら

にレベルの高い等級でいうと５相当の性能を目指すとされておりますので、今後、義務化

されれば、当然その水準に適用させますけれども、それを見据えて、今、県の標準として

５を目指す必要性があるかどうかについて検討をしているところです。ですから、今は基

準の等級４として設定しておりますけれども、具体的に５でやっていくということになれ

ば、それに合わせていくことになります。 

○会長 

  そのとき、コストは上昇するのですか。 

○県 

  １戸当たり１００万円ぐらい高くなると試算しております。 

○委員 

  せっかくＰＦＩを入れられるのであれば、標準的な間取りも含め、完成時に見劣りしな

いというか、県の財産になるものにしていただけるような、設計段階からの要求水準の定

め方を、せっかくの機会ですので考えられてもいいのではないのかと思います。 

  予算がアップしていってしまうと言われると、なかなか難しいですけれども、完成後に

アップするよりはいいのかと思います。 

○県 

  現在のライフスタイルに合わせたプランは、コストの削減という視点も含め、最近では

平成２９年度に見直しています。 

  今回、ＰＦＩで民間事業者から出た提案を今後の県営住宅の標準的なプランに反映でき

ればと思っているところでございます。 

○会長 

  今、委員の御指摘は、コスト縮減という面、それも大事かもしれませんけども、将来、

スペックが上がっていくのだったら、将来のスペックに合わせておかれたほうが、県の資

産として有効なんじゃないですかという御意見ですけども、それについては、どうお答え

いただけますか。 
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○県 

  県営住宅としてふさわしい仕様に関しての議論ですけども、できるだけ安く、いいもの

を造りたいというふうに常々思っていて、普段から改善点はないかというふうな模索を行

っているところです。 

  委員の御指摘も踏まえまして、また民間事業者からの提案も踏まえて、できるだけコス

トは抑えて、かつ見劣りしないものを考えていきます。 

○会長 

  繰り返しになりますけども、今、委員の御指摘を代弁させていただくと、スタンダード

がどんどん上がっていく、その情勢があると御指摘くださっているわけですね。それは国

の施策としてそうなっていると。それを常に後追いで見直しをかけていくと、余計にコス

トがかかるのではないかと、先にこうなるのだったら、それを読んでおいて、性能を要求

されるのが、コストの面からも適切ではないかと、そういう御指摘と理解したのですけど

も、それについていかがですか。 

○県 

  御意見を踏まえまして対応していきたいというふうに考えております。 

○委員 

  解りやすくまとめていただいてありがとうございます。長々説明し過ぎましたけど、将

来を見据えていただければうれしいです。 

○委員 

  現在の敷地面積が半分以下になって、余ったところを商業施設とか分譲マンションを入

れる。そういう理解でいいですか。 

○県 

  これは民間事業者の提案例ですけれども、基本的には現在、法定容積率が２２８％のと

ころを１４５％で建てており、余裕がありますので、土地の有効活用という観点から、で

きるだけ集約して高度利用を図って、その余剰地を地域に貢献するような施設として活用

するといったような想定をしております。 

  これは民間事業者の提案によって、もう少し県営住宅の部分が広くなったりとか、全く

違う用途のものが設定されたりとか、そこは民間事業者の提案を踏まえた対応をしたいと

考えております。 

○委員 

  結局は、５階建てを１０階建てにして、戸数が一緒だから、残った部分を商業施設とか
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分譲マンションに充てるという、そういうことになるのですね。 

○県 

  はい、そのとおりでございます。 

○委員 

  そうすると、地域に開かれた集会所、コミュニティプラザはどこに配置していますか。

県営住宅か、商業施設のどこかなんですか。 

○県 

  これも提案によりますけれども、例えば、１階の部分に設けるとか、あるいは商業施設

の一部にそういう機能を持たせるとか、それは提案によって変わってくるということでご

ざいます。 

○委員 

  県営住宅の例えば１階だったら、県営住宅の入居者以外の人が利用するのってなかなか

難しいのかなと思いまして、それで質問させてもらったのです。近隣の人にとって、集会

所が利用しづらくなるのではと思って確認させてもらったのです。 

○県 

  県営住宅では単に集会所ではなくて、コミュニティプラザということで、県営住宅外の

方も利用できるようにこれまでも整備してきておりまして、実際に使われておりますの

で、今回も同様に、コミュニティプラザという形で整備したいと考えております。 

○委員 

  コミュニティプラザは県営住宅内の例えば１階に配置するということもあり得るという

ことになるのですね。 

○県 

  はい、ございます。 

  別棟に配置している場合が多いですけれども、敷地の形状等から、１階部分に設けてい

る場合もございます。 

○委員 

  今回はまだそこまでは決まっていなくて、コミュニティプラザは造る方向でやるとい

う、そういう理解でいいのですか。 

○県 

  そのとおりでございます。 

○委員 
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  今現在の入居率は。 

○県 

  評価調書のところにお示ししていますが、３１４戸中２９７戸入居ですから、相当、入

居率は高い状況でございます。 

○委員 

  この人たちが新しい住宅に入居可能ということになるのですか。 

○県 

  そうです。現入居者は希望されれば、この青木住宅に戻れます。一旦どこかに、団地内

なのか、民間賃貸に移っていただくかはあるのですけれども、新しい青木住宅に戻ってい

ただけるというふうになります。 

○委員 

  ありがとうございました。そうすると、今住んでいる人も、４タイプの間取りを選べる

ということで、これは、私は非常にいいことかなと思ってはいるのですけど、現状では、

単身世帯でも３ＬＤＫに入居しているような場合もあるということになるのですか。 

○県 

  現状はそうです。けれども、新しいものについては、世帯の状況に応じて、その４タイ

プを設けて、アンケート調査とかで、世帯人員に合わせて戸数を設定して、その範囲内で

できるだけ希望がかなうように入っていただこうと考えております。 

○委員 

  解りました。ありがとうございました。 

○委員 

  現況、３１４戸中２９７戸が入居されているなかで、移転計画もおそらく民間業者のほ

うで立案すると思うのですけれども、例えば、１号棟、２号棟に関しては、新しく作る場

所とは干渉しないので、そこはしばらく住み続けられて、同時に工事が実施されるという

ようなことでなされるのか。調書によると、仮移転先として県営住宅のほか、周辺の民間

賃貸住宅等活用と書いているのですけども、その移転計画について、展望がありましたら

御教授ください。 

○県 

  御指摘のとおり、民間事業者の提案によるところもあるのですけれども、今のところ想

定しておりますのは、まず一番東側の５、６、７号棟の方々に既存の１、２、３、４号棟

に空き室があればそこに移っていただいて、それ以外の方は民間賃貸に移っていただい
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て、５、６、７号棟を解体撤去します。新しい２棟を建てて、出ていただいた方にそこに

戻っていただいて、さらに、容量としては全員入れますので、３号棟、４号棟、それから

高層の１号棟、２号棟の方も移っていただいた後に全部撤去をするということを想定して

おります。 

○委員 

  ということは、１、２号棟だけではなくて、３、４号棟も工事中も入居が継続できると

いう見込みということでよろしいですか。 

○県 

  はい、このプランであれば、そのように考えております。 

○委員 

  解りました。 

○委員 

  ＰＦＩだと、総事業費５３億円で請け負った民間事業者が余剰地で事業展開することに

より、それを上回る利益を出してもよいということになるのですか。入居者の移転計画を

調整すること等はＰＦＩの本質ではないと思うのですね。民間事業者の知恵と計算でもっ

て、５３億円もかからずに５億円で建てられるというようなことも出てきそうであるが、

そういうのがＰＦＩではないかなと思うのです。ＰＦＩのイメージというのがもう一つ解

らないので、もし説明を聞かせていただけるならお願いします。 

○県 

  まずこの５３億円ですけれども、これはあくまでも県営住宅の建替に要する費用でござ

いまして、近年の県営住宅の標準的な建設費を基本に算出しております。ＰＦＩを導入す

ることによって、基本的には少しは安くなると、今年の１月に実施したサウンディング調

査でも５％ぐらいは安くできるのではないかということで取りまとめております。 

  余剰地につきましては、民間事業者さんの採算ベースでいくと、分譲マンションを建て

るのが最も利益が出ると思われるのですが、県の事業として、県の所有地でやることです

から、そこは地元の方々等の意見を聴きながら、地域に貢献する施設をできるだけ誘導し

たいというふうに考えておりまして、公募条件の中に地域の活性化に資するような施設を

設定していきたいと考えております。 

○委員 

  県として県営住宅全体のストックを今後、現状維持するのか、増やすのか、減らすの

か、計画があったら教えてくださいというのが１点目です。 
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  それから２点目、先ほどから話題になっている分譲の商業施設のエリアのほうですけど

も、これができることによって、周辺の交通にインパクトが結構ありそうな気がするので

すが、現状の道路の計画等で問題がないかということがどうかということの２点教えてい

ただけますでしょうか。 

○県 

  県営住宅のストックですけれども、「ひょうご県営住宅整備・管理計画」を策定してお

りまして、令和２年４月時点で４万９，９５０戸が管理戸数でございます。それを令和１

２年度までに４万５，０００戸に縮減するという計画としております。令和２年４月時点

で約５万戸を、令和１２年には４万５，０００戸ですから、１０年間で約５，０００戸減

らしていくという計画で、老朽化した県営住宅を建て替えていっております。建て替えな

がら戸数を縮減、削減していっているようなところで、今のところ順調に削減しておりま

して、令和４年４月１日時点で、４万７，４２９戸となっております。 

  それから余剰地の活用における周辺の交通、特に商業施設等を誘致する場合は交通の混

乱が想定されますので、そこは例えば、大規模小売店舗立地法等で交通計画も検討されま

すし、当然、公募条件を検討する際にも地元の神戸市等の意見を聴きながら、検討してい

きたいと考えております。 

○委員 

  ありがとうございます。全体としては減らすのだけども、今回の青木住宅はその対象で

はないと、そういう理解ですね。 

○県 

  はい、そのとおりでございます。 

○会長 

  先ほど、委員からＰＦＩについての質問がございましたが、ＰＦＩに対する県の戦略を

明らかにしてくださいというのが委員の御指摘だろうと理解します。 

  どういうＰＦＩを考えられているか、どういうところで民間との収益の折り合いをつけ

るのかと、つまり県としてはどれだけのコスト縮減を考えていて、民間事業者にどれだけ

の権益を与えるか、ヨーロッパではコンセッションを与えることでＰＦＩを回収するとい

うことをやっているみたいでございますけども、後日、追加で御説明いただければありが

たいなと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、本件につきましては以上で質疑を終えたいと思います。委員の皆様方よろし

いですか。 
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（２）県営住宅 西宮上甲子園住宅 

○会長 

  ありがとうございます。 

  委員の皆様から御発言をお願いしたいですけどもよろしいですか。 

○委員 

  ６年後に完成を目指されているということですので、青木住宅と同様、今後の県営住宅

の戸数等も大切ですけども、住環境としての在り方を、県として、今後の県の宝になるよ

うな県営住宅とはどのようなものなのかというようなことを少し見直しながら設計に入っ

てもらって、社会情勢も変化している中で、今後の住まいはどんなものが必要なのかとい

うことを考えていただく機会になればと期待しています。 

○県 

  ありがとうございます。 

  タイミングもあるのですけれども、青木住宅の検討を進める中で、上甲子園住宅にも反

映できることがあれば、積極的に採用していきたいというふうに考えておりますし、３期

に分けて建て替えていくわけですけれども、各期で仕様が異なると、不公平感みたいなも

のが出てきますので、そこは採用できるところは採用しますし、できないところは合わせ

ていくというようなことで対応していきたいと思います。 

○委員 

  高齢化が進んで、階段で上がれない方は多くいると思いますが、エレベーターはいかが

か。 

  もう一つは、猫や犬を頼りにして暮らしている人も多いが、ペットとも暮らせるとかい

うようなことも、我が国のこれからの住宅には考えていくべきことかなと思うのですが、

いかがか。 

○県 

  まずバリアフリー、エレベーターの関係ですけれども、これまで５階建ての階段室型の

住宅に順次エレベーターをつけてきているんですけれども、やはりエレベーターをつけて

も半階下りる、ないしは半階上がるとか、そういった形になっていますし、５階建ての階

段室型は昭和４０年代、５０年代のものが中心ですので、既にエレベーターをつけたもの

についても大分古くなってきています。今後は建替によりバリアフリー化の対応をしてい

くということで考えています。 

○委員 
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  現在の西宮上甲子園住宅にはついているの。 

○県 

  ついていません。建替後は、３階建て以上の住宅は、全てエレベーターを設置します。 

  まだ中層で古い住宅がかなり残っていますので、それらはこれまでのようにエレベータ

ーをつけていくのではなくて、建替に併せて設置していくという方針です。 

  それとペットですけども、震災復興の県営住宅を建てる際に、ペットと一緒に被災し

て、引き続き暮らしたいというふうな高齢者の方もいらっしゃいましたので、モデル的に

２団地ほどペット共生住宅ということで実績があります。ただ、やはりトラブルが結構あ

ったということで、その後は一般化していないのが現状です。 

○委員 

  ありがとうございました。 

○会長 

  今の２つの御意見、居住環境ですよね。その建物のスペック以上に、お住まいになる方

の年齢層に合わせた、居住環境の整備ということをお考えくださいという意見として、記

録していただければありがたいというふうに思います。 

  ほかにございますでしょうか。 

○委員 

  愛宕山鉄筋住宅の方も、今、利用があまりないので、今回新しいところに移転してもら

うということで、そうすると、現在の愛宕山鉄筋住宅は建物を壊すかまたは何かするので

すか。 

○県 

  愛宕山鉄筋住宅につきましては、集約するということで募集停止を平成３０年３月にし

ておりまして、募集停止をすると、出ていかれる方、亡くなられる方もいるので、入居戸

数が減っていくということで、現在１３８戸のうち、４１戸が入居する状況です。 

  上甲子園住宅については、１００戸のうち９０戸が入居する状況ですので、合わせても

１３１戸ですから、建替後１５８戸になりますので、現状の上甲子園と愛宕山鉄筋の方々

は全員入っていただけます。 

  愛宕山鉄筋については、移転後は、全棟撤去して、土地を売却することになろうかと思

います。 

○委員 

  愛宕山鉄筋住宅の４１戸の方々は、上甲子園住宅に移られるということで納得しておら
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れるのでしょうか。私自身は効率性の観点から、こういった形はいいのではないかなと思

うところですが、一方で、愛宕山住宅の付近のコミュニティが、上甲子園に移ってもらう

ことによって、乱されてしまうのではないかなという懸念があって質問しました。 

○県 

  移転先は現在交渉中でございます。上甲子園住宅に移っていただくことを前提に、それ

なりに離れていますので、もう少し近いところを望まれる方には、近くの県営住宅の空い

ているところをあっせんしたりといった調整を行っているところでございます。 

○委員 

  青木住宅は高層化して、建物の棟数が減るのですけど、今回は５階建て３棟をそのまま

５階建て３棟ということですね。戸数は増えていますけども、高層化や棟数についての方

針があるのであれば御説明ください。 

○県 

  戸数については、まず現入居者には入っていただけるようにするのと、周辺の老朽化し

た住宅や入居率の低い住宅等を廃止して、併せて移っていただくという建替計画を策定し

ております。 

  西宮上甲子園住宅は１５メートルの高さ制限があります。 

○委員 

  解りました。地域の高さ制限による制約。 

○県 

  そのとおりでございます。 

○会長 

  ありがとうございます。 

  最後に質問させていただきたいのですが、１３１戸が入居されているのを１５８戸にさ

れるということで、大体２０戸強の追加募集をかけられますよね。大体どれぐらいの倍率

になるものですか。 

○県 

  ほかにも周辺で将来的に集約が見込まれる住宅もございまして、タイミングにもよりま

すけれども、そこの方の入居先とすることも考えています。 

○会長 

  一般に募集はされないということですか。 

○県 
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  さらに空いていれば募集します。 

  この辺は人気があるところですので、倍率は大体１０倍以上とか、募集すればそういっ

た状況が予想されます。 

○会長 

  １０倍以上はあるという、人気のあるところで戸数を増やしていかないというのは何か

戦略があるのですか。 

○県 

  県営住宅整備・管理計画の中で、基本的には現入居者は継続して入っていただきますけ

れども、増やしていくというふうな基本的な方針はございませんので、そんなにたくさん

は造らないというのが基本的な考え方です。 

   

 

《継続事業の説明、質疑》 

（１） 道路 (一)豊岡インター線・(主)但馬空港線 

○会長 

  御意見をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。委員の皆様。 

  １つ、これは我々の反省も含めての話ですけども、ここは地滑り多発地帯で、前回の再

評価のときに、地滑りに対しての十分な対策を検討してくださいというのが審査会意見と

して出ていました。学識経験者にも意見聴取なさって、その御意見を踏まえて対策を講じ

たにもかかわらず、再度地滑りが起こって、今回の見直しになったという、非常に残念な

報告をいただいているわけですけども、何が悪かったというか、振り返って、どこに考慮

が抜けていたなど気づかれている点はございますでしょうか。 

○県 

  着手以前から十分対策を講じながら進めてきたつもりですけども、学識経験者の御意見

を伺いますと、「これほどに複雑に動いて、これほどに主側線の決定が困難な地滑りはほ

かに類がない」というようなコメントをいただいておりまして、事前の予測は難しかった

と思っています。こういったことも発生し得るので、発生した場合に速やかに対応すると

いうのが今後の課題だと思っております。 

○会長 

  ということは、先ほど説明でおっしゃいましたように、観測を５年間続けられて見張る

ということが非常に大事だというお考えでございましょうか。 
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○県 

  はい、そのとおりでございます。 

○会長 

  委員の皆様から御意見ございましたら、お願いしたいのですが。よろしいですか。 

○委員 

  今の議論で、事前に予見することは難しいということで了承はしたのですけれども、一

方で、予算が倍以上の増額になっているという観点で、こういった地滑り多発地帯におけ

る増額可能性を予算の設定段階で、議論にならないだろうかということを提案というか、

コメントとしてお伝えしたいと思いました。 

○県 

  調査の段階で地滑り等分かっている場合は、できるだけそこは避けるというのが大前提

としてあると思います。ここについては、病院とか高速道路等の計画が先に決まっており

ましたので、ルート選択の余地がないなかでの事業着手ということになっております。 

○委員 

  今の御説明でよく解ったのですれけども、選択の余地なしの場所で、地滑りの発生も一

定程度懸念されるところにおいて、施工前に、すなわち計画段階の状態で地滑りが発生す

ると、この程度の予算増になるといった見積もりというものは立てられないのかという点

で、今、お話させていただいたところですけれども。 

○県 

  防災・減災対策等強化事業推進費という、国から追加で費用補助を受けられる制度もご

ざいますので、そういったものも活用しながらやっていくべきと考えております。 

○会長 

  現実的には観測をして、対応を検討していく以外に手はないというふうにお考えですよ

ね。 

○県 

  ここまで及んでしまうと、地滑り対策全般そうですけれども、対策をしながら、様子を

見ながらやっていくというのが地滑りの対策の１つの考え方だと思っています。 

○会長 

  最初に予算を設定するのはちょっと難しいのではないですかね。 

○委員 

  そうですね。難しいことを申し上げているのは承知しているのですけれども、対策費で



 

－ 13 － 

このぐらいは最大限使われる可能性があるといったことも、事前に議論の中にあった形で

進めていくというのがいいのかもしれないなと思ってコメント差し上げました。 

○会長 

  それだけの対策費がかかるのだったら、ルート変更を考えるとか、代替案がどんどん出

てきて、今の御説明を伺う限り、ここしかルートが作れないと、病院もあって、空港もあ

って、そしたらもう何とかやっていくしかしょうがないというところになると、国の追加

補助制度を使っていくというふうにせざるを得ないのではないかと思って、今の議論を聞

いていましたけども、いかがですかね。 

○委員 

  私からは、あり得る一つの方法かなということで提起をさせていただいたところです

が、その方法がある程度難しい事案もあるのだなということは理解できました。 

 

○会長 

  ぜひ今日のように、信頼性向上のためのアプローチというのに前向きに検討されていら

っしゃることを、次を担われる方々に対して残していけるように、手だてを打っていただ

きたいなというふうに思います。その予算が実際に立つかどうか、その実行可能性はある

かもしれないけど、どれぐらい将来に向けて費用がかさんでいくかということを考えると

いうのは大事なことというふうに受け止めていただければと思います。 

  それを信頼性向上に組み込んでいくという作業は、次世代を担ってくださる方々への、

しっかりとしたメッセージとして、インハウスエンジニア向上にも寄与すると思いますの

で、取組みいただければというふうに思います。 

○委員 

  供用後の道路の地滑りへの安全対策というのがどのようになっているか、ちょっと教え

ていただければと思います。 

○県 

  地滑りの動きを把握するために色々な計器類をボーリングの孔等に入れております。こ

れを完成後も５年程度は継続して観測しまして、動きがあればすぐに対策ができるように

対応を取っていくということで考えております。 

○委員 

  通行止めにするとか、そういったことも。 

○県 
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  可能性として、危険であればそういった措置も取ってまいります。 

○委員 

  これからはその辺の基準とかも作っていかれるということですか。 

○県 

  そうですね、一般的なものもございますし、工事中も含めて、そういった基準を持って

工事も進めております。 

  

   

 

（２） 河川 二級河川法華山谷川水系法華山谷川 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様から御意見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

  軟弱地盤対策は、令和元年に必要と判った時点で、その延長線上で、ここでもそういう

ことが起こるのではないかということは予見できなかったのかと思うのですけども、それ

以上に、県の技術者の方が、概略設計のときに、「これいかがなものか」「基礎部の地盤

強度はどうなっているのだ」とか、技術的な探究というのは、興味を持たないとなさらな

いとは思うのですけども、生じなかったのでしょうか。 

○県 

  想像できていなかったというのが正直なところですけども、場所的に、過年度に判明し

た軟弱地盤対策箇所よりもさらに内陸に入っておりましたので、当該部分については、そ

こまで軟弱な状況ではないなという先入観でおったということです。 

  ただ、実際にボーリング調査を実施したり、詳細設計をしてみると軟弱だったというこ

とでございます。 

○会長 

  概略設計の段階では、なかなかそこまで突っ込んだ考察は至らなかったと、別にそれは

反省点とか、何か怠ったということではなくて、そのときにそういう興味を持つかにかか

ってくると思うのですけども、関心を持つかと言ったらいいですかね。そういうのはうま

く、特に若いエンジニアに対して惹起
じゃっき

できれば、インハウスエンジニアの力量がぐっと上

がっていくのだろうと、その結果としてコスト縮減にも直結していくのだろうと思うので

すけども、その辺についてはどういうふうにお考えになりますか。 
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  これ全然外れた質問をしていますけども、この事業そのものじゃなくて、今後、次の世

代、もしくはその次の世代の方々に技術を継承していくのに、どうやってその人たちにモ

チベーションを持たせるかというところについては、この審査会から何度も意見していま

すが。 

○県 

  これまでの傾向としては、できるだけ事業費は抑えるべきという方向でやってきたとこ

ろがございますので、しっかりと既存ボーリングデータを見てみるとか、現地を見て、や

はり不安というか、おかしいなと思ったことについては、少し踏み込んで調べるようなこ

とも含めてやっていくことが大事だと思っています。ただ、ボーリングデータがない中で

どこまでできるかということもございますし、あと近隣のボーリングデータでどこまで川

の中のことを推測できるかという、そこも想像力が大事なのかなということもございます

けども。 

○会長 

  興味がないとなかなかされないですよね。 

○県 

  そうですね。 

○会長 

  それを若い人たちにどうやって興味を持たせるかという、それが将来のインハウスエン

ジニアのエンジニア力向上にかかっているのではないかと思ってしゃべっているのですけ

れども。 

○県 

  難しいところとは思うのですけども、そういうことを我々が信頼性向上の中で、きっち

り反省点、留意事項、配慮事項として積み上げて、それを引き継いでいくことが大事なの

かなと思います。 

○県 

  補足させていただきますと、これぐらい大きな規模の河川を短期間でやり遂げる事業と

いうのはなかなかなかったわけですけれども、そういう中でも、目先の与えられた数年の

間の自分が担当する工区２、３キロメートルだけでなくて、全体を見通す力というのが少

し劣っていたのかなと思っているのですけども、委員がおっしゃったように、興味を持っ

て、全体を見る目をもっと養っていかないといけないと思います。 

○会長 
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  多分、全体を見なさいと、部下の方におっしゃっても、分かりましたと答えるだけで、

やっぱり御本人がわくわくするというか、興味を持たれないと、なかなかそうはいかない

ですよね。そこを惹起
じゃっき

するのは何か手はないかと思って、質問させていただいたというの

が。どうこうしてくださいということを申し上げているのではなくて、そういう希望を持

って発言させていただきました。 

○県 

  そういうのを踏まえまして、引き続き研鑽に当たっていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

○委員 

  １点だけ、ずっと言っている話ですけれども、ショートカット部における物件移転に際

し、一部の用地購入が難航というのがあって、これもいつも用地買収の件が問題になって

いるので、何年任意交渉を続けても進展しない場合もあると思うので、ここの用地交渉が

難航しているところについても、今後のために打開策を練ってもらったほうがいいのかな

と思っています。 

○会長 

  御意見として、用地買収に時間がかかり過ぎるのはいかがなものかと、それをできるだ

け合理化できませんかという視点での提案と思いますが。 

○県 

  最終的には事業認定を受けて収用というところがあるのですけども、そこにたどり着く

ためには、全体の用地取得率が８割以上とか、３年以上経過しておかないといけないとい

うことがありますので、その最終手段をにらみながら交渉をしていきたいなと。 

  今回の事例につきましては、難航していた課題が解消したので、今後、６年程度工期が

延びますけども、この期間中で何とかやり切れるかなと思っております。 

  

 

 

（３） 河川 二級河川喜瀬川水系喜瀬川 

○会長 

  ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆様、御意見等ございましたら、お願いしたいのですけれども。 

  お願いします。 
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○委員 

  迂回路を設けるか設けないかというのを、国と協議するのはなかなか難しいのですか。 

○県 

  道路管理者と当然、協議するのですけれども、交通量の多い橋については、やはり迂回

というよりも、仮橋を設けたほうがスムーズですので、そちらについては、用地や物件の

条件が整うのであれば、特に道路管理者から反対ということはないのかなと思っておりま

す。調整は事前に十分にした上で設置するということになります。 

○会長 

  事業費の見直しは、主に迂回路に起因するものでしたか。 

○県 

  はい、そうです。 

○委員 

  昨年度もこういった河川の案件がたくさん出てきたので、そのときと同じだと思うので

すけど、費用便益Ｂ／Ｃは河川整備計画全ての事業を対象にしたものだというふうに理解

しています。 

  今回の場合、河川整備計画に位置づけられている区間というのは、どこまでを指してい

るのかということを教えていただけないでしょうか。 

○県 

  今回再評価している０．９４キロメートルが河川整備計画に位置づけている区間と同じ

ということで、全体と考えていただければいいかなと思います。 

○委員 

  そうすると、今回の費用便益分析は、今回の事業の区間だけについてのという理解でよ

ろしいですか。 

○県 

  はい、そのとおりです。 

○委員 

  解りました。ありがとうございます。 

○委員 

  費用対効果に含まれない効果として、多様な生物の生息環境の保全・再生・創出に「河

床に澪筋を整備することにより、平常時でも変化のある流れを確保」と書かれてあるので

すけども、これすごく大事なことだと思うのです。川の生き物をきちんと守っていくとい
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うことは、治水をやるのと両立させながら進めていく必要があるだろうと思います。写真

を見ると、土山橋上流側は割と良さそうな環境のところだったりするので、きちんとした

ことを進めていくということが大事で、ここの部分に関して、河川生態の学識経験者も加

わって何か活動しているのか、それともどこかの事例を基に、こうすればいいみたいなの

があって、これにしてもらったのかというところが気になります。 

○県 

  喜瀬川について特段、学識経験者には意見聴取していないですけれども、河川の整備に

際しては、護岸の水際を多孔質材料にするとか、澪筋や瀬淵を保全する等は基本的に配慮

するということで、どの河川についてもやっております。喜瀬川については、特に貴重種

の存在を確認していないので、一般的な多自然川づくりとして取り組んでいるという状況

でございます。 

○委員 

  解りました。貴重種がいる他河川では特段の配慮がなされているというように受け止め

ました。 

  ありがとうございます。 

 

 

 

（４） 河川 二級河川千種川水系千種川 

○会長 

  ありがとうございました。 

  委員の皆様、御意見ございますでしょうか。 

○委員 

  １点だけ。１３ページですけれども、詳細設計時の現地調査で護岸の未施行箇所が確認

されたという話ですけど、これは調査設計が不十分だったという意味ですか、それとも全

く護岸が施工されていなかったということでしょうか。もし、全く施工されていなかった

ら、詳細設計時の現地調査よりも前に判っていたのかなと思って質問しました。 

○県 

  当該箇所は堤防際も含めて植生が多い場所でございまして、なかなか把握できなかった

というのが正直なところでございます。 

  当然、既設護岸があるところもございますし、山付け箇所や河畔林があって死水域にな
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るような箇所というのは、護岸を整備する予定がなかったもので、今回追加したところに

ついても、既存の護岸があるかなというふうに思っていたのですけども、実際にはなかっ

たということで、漏れていたというのが正直なところでございます。 

 

○委員 

  今のところで、未施工であったということですけども、現地調査というのは、詳細設計

のときに現地調査をやっているのですか、その前には現地調査というのはされないのです

か。現地調査したけど判らなかったということですかね。 

○県 

  踏査の時点では判らなかったということでございます。詳細設計に入って、草を刈るな

どして現地を見た結果、必要ということが判明したということでございます。 

○委員 

  解りました。ありがとうございます。 

○会長 

  ほかにございますでしょうか。 

○委員 

  千種川の下流域のハザードマップを見ますと、南海トラフ地震が来たときに３０センチ

から１メートル程度の津波が来るエリアがそれなりに広がっているようですが、高潮対策

をすることによって、津波対策にも資するのか、あるいは全く別のものなのかというのを

教えていただいてよろしいでしょうか。 

○県 

  ありがとうございます。当然、海面が上昇する現象ということは、高潮も津波も変わり

ませんので、高潮対策をやるということで津波が防げる、もしくは軽減できるということ

で両方に資するということです。 

 

 

 

（５） 河川 二級河川千種川水系加里屋川 

○会長 

  それでは、委員の皆様、何か御質問とかございましたらお願いします。 
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○委員 

  水門は「未事業化」ということですけど、放水路自体は機能するという理解でよろしい

でしょうか。 

○県 

  放水路は既にできておりまして機能しております。 

  この放水路水門というのも既存のものがございまして、上流の洪水を千種川本川に放流

するという意味では、現況では特に支障は生じておりません。 

○委員 

  解りました。 

  本川の計画規模1/17に対し、支川加里屋川のほうが1/60ですが、それはどういう経緯で

しょうか。 

○県 

  1/60につきましては、加里屋川近傍の雨量観測所で既往最大の1/60相当の時間雨量があ

ったということで、それを計画規模として河川整備計画を策定しているところです。 

  計画流量を算定する際、支川加里屋川については、既往の時間雨量の合理式により算定

しましたが、本川千種川は降雨波形による異なる手法で算定したという経緯もあり、確率

年の大小だけでは比較できないところではあります。 

○委員 

  既存の橋梁台帳に、杭の表記がなかったということですか。 

○県 

  はい、台帳上、杭の表記がなかったので、今回も直接基礎で大丈夫かなという判断をし

たということです。 

○委員 

  なるほど。そうすると、できたときはその設計でよかったけどもという意味合いですか

ね。 

○県 

  昔の橋梁ですので、荷重条件も今に比べると大きさが違うのかなということもあります

が、今回の設計で現行基準に照らすと、杭が必要になるということです。 

○委員 

  それは当初設計では判らなかったのですか。 

○県 
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  当初は、既存の橋梁台帳を見た限り、直接基礎で既存の橋が架かっている表記になって

いたので、直接基礎で架け替えできるというふうに判断したということになります。 

○委員 

  掘削土砂が高含水粘性土でしたというのがあるのですけれども、これは事前に予測する

のが難しくて、実際に掘削をしないと判らない類いのものですか。 

○県 

  着手時点では判らず、現地を掘削してみると、想定より含水比が高かったということで

す。 

  処分についても、普通土として処分できるか、より割高な高含水土砂として処分できる

かというのは、処分事業者に判断を仰ぐということもあるので、そういう意味では、なか

なか事前の予測は難しかったのかなと思っております。 

○委員 

  事業の中で施工方法の見直しをしたことで事業期間が延びた理由は、軟弱地盤のためと

いう説明をいただいたのですけど、写真を見る限りだと、工事場所に住宅地が迫っている

場所でも、もし軟弱地盤でなければ一気に何箇所も大型重機が入って工事をするというの

は通常のやり方でしょうか。ただ単に軟弱地盤だったから施工方法を見直して、事業期間

が延びたというのも何か不思議な感じがしましたので、質問させていただきました。 

○県 

  やはり地盤が良ければ、施工スピードも上がりますし、それなりに大きな機械を入れて

も、近隣の住居に与える影響というのは、やはり軟弱地盤に比べると差が出るのかなとい

うふうに思っております。当然、現地状況に応じてパターンがいろいろ分かれるのですけ

れども、今回は地元の方も事業に協力するけども、振動をできるだけ抑えてほしいという

ことで、やむを得ない変更かなというふうに思っております。 

○会長 

  委員の御質問は、軟弱地盤だから重機を小さくしたり、大きくしたりできるのですかと

いう御質問ですけど。 

○県 

  護岸を築造する際には、法切りをするのですけれども、堤防上に重機が乗ると、軟弱地

盤だと沈下や変状が出るということで、近傍に家屋があるとそれが即家屋への影響につな

がるということはあります。 

  また、地元の方と調整し、やり方も決めながらの工程変更でございます。過年度に要し
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た年数で、残り延長を割り戻すと１１年ぐらい要るということで、地元と調整した結果の

工程でございます。 

○会長 

  もともと、非常にこの工事に対して地元の方は難色を示していらっしゃったと御説明い

ただきました。何が理由だったのですか。 

○県 

  下流工区について、工事をやることで環境に悪影響があるということで反対をされてい

たということです。 

○会長 

  工期は１１年、またそれ以上というか、延びるとか広がるというのは非常に経済損失も

大きいところだろうと、そういう視点で御質問されたと思うのです。それが軟弱地盤と

か、そういう技術的な問題ではないかということからご質問されたと推測します。 

  工期をできるだけ圧縮しましょうというようなこの審査会で多くの委員が指摘されると

ころで、用地買収についての御議論もその観点に立っていらっしゃると、この１１年をせ

ざる得ないというのは、いかがなものかというのがやっぱり委員の皆さんが持っていらっ

しゃる感覚だと思うのですけども、県としてはその辺をどうお考えでございますか。 

○県 

  早く事業を完了させるというのが我々の使命だと思っています。ただ、地元の了解が得

られないとなかなか進まないというのがございますので、そこはちょっと葛藤もあるので

すけども、用地や工事への協力を得ながら、進めているというのが現実でございます。 

○委員 

  地元からの要望が高いということは地元の方もおっしゃっているので、止めずに進めて

いただき、一日でも早く完了いただけることがいいなということです。 

○会長 

  御説明ありがとうございました。 

  それで、まとめさせていただきますと、新規事業でＰＦＩについての質問が委員から出

てまいりまして、ＰＦＩにつきましては、次回以降、適当な日時にＰＦＩについてどうい

う県としての方針を持っていらっしゃるか、改めて御説明を伺うということにさせていた

だきたいというふうに思います。それでよろしいでしょうか。 

  以上、新規事業２件、継続事業６件について審査いただきました。新規事業につきまし

ては着手妥当、継続事業につきましては継続妥当ということで原案にさせていただきたい
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ですが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 

  どちらも異議なしということで判断いただけました。ありがとうございました。 

  これで本日の審査を終了させていただきたいと思います。 

  進行を事務局のほうにお返しいたします。 

○県 

  会長をはじめ、委員の皆様、長時間にわたりどうもありがとうございました。 

  それから一つ一つ丁寧に御審査いただきました。改めて御礼を申し上げます。 

  それから、会長のほうから今おっしゃっていただきましたＰＦＩの件は対応させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、第２回の審査会はこれで終えさせていただきます。 

  事務局からの連絡でございますが、次回の第３回の審査会、１１月２５日（金）午後２

時から、県民会館で開催したいと思います。 

  本当に長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

  事務局からの連絡は以上でございます。 

  これをもちまして、本審査会は閉会させていただきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

 

（午後５時０９分 閉会） 

 

 


